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精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

•患者の人権と尊厳を尊重した、より質の高い精神
科医療を実現していくことを目指している。

•身体的拘束に象徴される強制的な処遇を、できる
限り最小化する。



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

身体的拘束のもたらす多大な弊害

• 身体的拘束は、患者に人としての尊厳を奪われたと感じさせ
るほどの大きな精神的苦痛を与える。

• そのトラウマ体験のために精神科医療に不信を抱き、その後
の治療を忌避して症状悪化を繰り返す患者も少なくない。

→ 精神科救急・急性期の現場においても、可能な限り身体的拘
束をしない医療を行うことが望ましい。



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

わが国精神科医療の特殊事情

• 精神科医療は、歴史的経緯から、救急・急性期医療であっても
他科よりも著しく少ない人員配置がなされている。

• 精神科医療機関の自助努力だけでは身体的拘束をしない精神科
医療を実現することは困難である。

• 拘束を行わない諸外国のように、必要かつ十分な医師や看護師
などが精神科医療機関に配置されることによって身体的拘束を
行わない、より安全な治療が実施できる治療環境を整えること
が急務である。



精神科病棟看護師配置（患者比）
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人口1000人あたり精神科医数（2000年）
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人口1000人あたり精神科医数（2016年）
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精神科医数増加率（2000～16年，年率換算）
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精神科医数／医師数（2016）

0.51%

2.48%

2.58%

2.74%

3.23%

3.48%

3.71%

3.71%

3.73%

4.39%

4.43%

4.74%

4.83%

4.98%

5.07%

5.08%

5.32%

5.39%

5.51%

5.57%

5.62%

5.88%

6.39%

6.43%

6.53%

6.55%

6.66%

6.84%

7.66%

11.97%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Mexico

Portugal

Korea

Austria

Poland

Slovenia

Latvia

Japan

Estonia

Ireland

Belgium

Canada

Germany

Iceland

Luxembourg

（OECD, 2018）



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

精神科救急・急性期医療の現場では、精神保健福祉法に示される基準

ア）自殺企図または自傷行為が著しく切迫している場合

イ）多動または不穏が顕著である場合、

ア）またはイ）のほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の

生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

に照合した上で、患者の生命の安全を守るため身体的拘束を行なって

治療せざるを得ないことがある。



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

日本精神神経学会 「身体的拘束」をめぐる活動中の委員会

身体的拘束に関する特別委員会（太田順一郎委員長）
急性期治療のあり方検討委員会（来住由樹委員長）



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

具体的取組

1. 身体的拘束を行う際には患者に丁寧な説明を行う。

2. 精神的苦痛を軽減するためのケアを行う。

3. 身体的拘束は必要最低限にする。

4. 身体的拘束の合併症への対応力を向上させる。

5. 身体的拘束の実態についてデータを公開する。



精神科救急・急性期医療における身体的拘束に関する基本認識

今後の方向性

• 精神科救急・急性期医療における身体的拘束を最小化する
努力をいっそう進めていく 。

• 精神科医療の必要性とわが国の精神科医療機関の現状が広
く国民に理解されるよう情報を発信する。

• 身体的拘束をしない精神科医療を実現する治療環境の整備
は喫緊の課題であり、そのための施策を日本政府に求める。



心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

附則

第三条 政府は、この法律の目的を達成するため、指定医療機関にお

ける医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとな
るよう、その水準の向上に努めるものとする。

２ 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関し

ても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害

者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員

配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の

障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向
上を図るものとする。

３ 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神

障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精
神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。



Study of Nurse Caregiver Minimum 

Staffing Levels and Other Staffing 

Enhancement Strategies and Patient 

Quality Improvement Initiatives

August 2020 by New York State of 

Opportunity, Department of Health 



カリフォルニア州では、精神科病

棟は1対6と2019年に決定。





http://www.performance.health.qld.gov.au/HospitalHealthService/NurseToPatientRatios/99998



精神科医数／医師数
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